
病気・ケガで長期
休職となった場合

最長通算18ヵ月間
は給料や健保から
の傷病手当金によ
り、休職前給与の
100％～60％程
度が補償されます。

その後職場復帰（再
就職）出来なかった
場合、収入が大き
く減少することが
あります。

休職補償サポート
により月額最高5万
円・10万円を最長
60歳（55～59歳
の方は3年が限度）
まで補償します。

生活費 ローン返済費 教育費 療養・医療費

必要となる保険料は月額　1,893　円です。　　　　　　

◎会社や健康保険
　組合からの
　給付は…

◎休職補償サポート
　からの
　支払いは…

免責期間

休職補償サポートより
月額最高 万円をお支払いします10

１８０日

休職前給与の
１００～６０％程度

休職中の不安を長期間
サポートします。

最長６０歳までお支払いします

あなたがもし病気やケガで
長期休職になった場合

※55歳～59歳までの方は3年が限度

最長通算１８ヵ月

休職補償サポートの補償内容と保険料

休職になったら住宅ローンはどうしよう？＜天災補償特約付団体長期障害所得補償保険【損害保険】＞

制度の趣旨

待ってはくれない長期療養でも止まらない支出

補償内容
●病気やケガにより所定の就業障害が免責期間180日を超えて継続した場合、保険金をお支払いします。（注）
　（注）免責期間中に就業復帰した場合はお支払い対象となりません。
　44歳男性「保険金月額10万円（10コース）」加入の場合

意向確認【ご加入前のご確認】
休職補償サポートは、以下の補償の確保を主な目的とする損害保険です。
ご加入にあたってはご意向に沿った内容か、ご確認のうえお申込みください。
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※保険料は年齢・性別により被保険者ごとに異なります。更新時に該当する年齢区分が変わる場合、保険料は前年度と変わります。
※契約時年齢が55歳～59歳の方の補償対象期間は3年となります。
※年齢は2026年8月1日現在の満年齢です。
※記載の保険料は、概算保険料です。適用となる保険料は変動する可能性があります。
※保険料は毎月の給与から控除します。(初回は8月分給与から)
※本制度のご契約者は団体であり、ご加入のみなさまは被保険者となります。したがって、ご契約内容の変更などについて引受損害保険会社と団体（ご契約
者）との取り決めにより一部お取扱いができない事項があります。
　【お取扱いできない事項の例】
・保険期間中のコース変更（増額・減額等）　・保険期間の変更　・保険料の払込方法の変更など

※この制度には、配当金および解約返れい金はありません。

休職補償サポートの月払保険料

保険期間

申込方法

税法上の取扱い

1年間(2026年8月1日～2027年7月31日)で、以降毎年更新します。

申込は「Ｗｅｂ申込システム」でのお手続きとなります。　
お手持ちのスマートフォンやＰＣからログインいただき、必要事項入力のうえ、お手続きください。       
継続する場合は、自動更新となりますので手続きは不要です。また、お手続きがない場合も自動更新
となります。

保険料は、控除限度額以内で介護医療保険料控除の対象となります。
所得補償保険金は非課税です。
※税務の取扱いについては税制改正により、変更となる場合があります。

＜契約者と引受損害保険会社からのお知らせ＞
この保険の運営にあたっては、契約者は加入対象者（被保険者）の個人情報＜氏名、性別、生年月日、健康状態等＞（以下、
「個人情報」といいます。）を取り扱い、契約者が保険契約を締結する引受損害保険会社（共同取扱会社を含みます。以下
同じ。）へ提出いたします。契約者は、この保険の運営において入手する個人情報を、本保険の事務手続きのため使用い
たします。引受損害保険会社は受領した個人情報を各種保険契約の引受け・継続・維持管理、保険金・給付金等の支払い、
関連する会社（※）を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理、その他保険に関連・付随する業務のため
利用（注）し、また、必要に応じて、契約者、明治安田生命保険相互会社、取扱代理店、他の損害保険会社および再保険会社
（＊）に上記目的の範囲内で提供します。要配慮個人情報等のセンシティブ情報については、個人情報保護法その他の法
令、ガイドラインに規定する場合を除くほか、取得、利用または第三者提供を行ないません。なお、今後、個人情報に変更
等が発生した際にも、引続き契約者および引受損害保険会社においてそれぞれ上記に準じ個人情報が取り扱われます。
記載の引受損害保険会社は、今後、変更する場合がありますが、その場合、個人情報は変更後の引受損害保険会社に提供
されます。
（※）関連する会社とは、明治安田生命保険相互会社および明治安田生命保険相互会社の子会社・関連会社をいいます。

明治安田生命保険相互会社のホームページ（https://www.meijiyasuda.co.jp/）の「子会社・関連会社等一覧」を
ご覧ください。

（＊）休職補償サポートについては再保険を実施しておりません。
（注）保健医療等の機微（センシティブ）情報については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要

と認められる目的に利用目的が限定されています。
なお、明治安田損害保険株式会社の個人情報の取扱いにつきましては、
ホームページ（https://www.meijiyasuda-sonpo.co.jp/）をご参照ください。

満年齢
保険金月額10万円
（10コース）

保険金月額5万円
（5コース）

18～24歳
25～29歳
30～34歳
35～39歳
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳

免責
期間

補償対象
期間 男　性

498円
514円
549円
655円
947円
1,289円
1,566円
1,465円

女　性
332円
428円
564円
806円
1,249円
1,672円
1,868円
1,551円

180日 60歳

3年

男　性
997円
1,027円
1,098円
1,309円
1,893円
2,578円
3,132円
2,930円

女　性
665円
856円
1,128円
1,611円
2,497円
3,343円
3,736円
3,102円
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※保険料は年齢・性別により被保険者ごとに異なります。更新時に該当する年齢区分が変わる場合、保険料は前年度と変わります。
※契約時年齢が55歳～59歳の方の補償対象期間は3年となります。
※年齢は2026年8月1日現在の満年齢です。
※記載の保険料は、概算保険料です。適用となる保険料は変動する可能性があります。
※保険料は毎月の給与から控除します。(初回は8月分給与から)
※本制度のご契約者は団体であり、ご加入のみなさまは被保険者となります。したがって、ご契約内容の変更などについて引受損害保険会社と団体（ご契約
者）との取り決めにより一部お取扱いができない事項があります。
　【お取扱いできない事項の例】
・保険期間中のコース変更（増額・減額等）　・保険期間の変更　・保険料の払込方法の変更など

※この制度には、配当金および解約返れい金はありません。

休職補償サポートの月払保険料

保険期間

申込方法

税法上の取扱い

1年間(2026年8月1日～2027年7月31日)で、以降毎年更新します。

申込は「Ｗｅｂ申込システム」でのお手続きとなります。　
お手持ちのスマートフォンやＰＣからログインいただき、必要事項入力のうえ、お手続きください。       
継続する場合は、自動更新となりますので手続きは不要です。また、お手続きがない場合も自動更新
となります。

保険料は、控除限度額以内で介護医療保険料控除の対象となります。
所得補償保険金は非課税です。
※税務の取扱いについては税制改正により、変更となる場合があります。

＜契約者と引受損害保険会社からのお知らせ＞
この保険の運営にあたっては、契約者は加入対象者（被保険者）の個人情報＜氏名、性別、生年月日、健康状態等＞（以下、
「個人情報」といいます。）を取り扱い、契約者が保険契約を締結する引受損害保険会社（共同取扱会社を含みます。以下
同じ。）へ提出いたします。契約者は、この保険の運営において入手する個人情報を、本保険の事務手続きのため使用い
たします。引受損害保険会社は受領した個人情報を各種保険契約の引受け・継続・維持管理、保険金・給付金等の支払い、
関連する会社（※）を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理、その他保険に関連・付随する業務のため
利用（注）し、また、必要に応じて、契約者、明治安田生命保険相互会社、取扱代理店、他の損害保険会社および再保険会社
（＊）に上記目的の範囲内で提供します。要配慮個人情報等のセンシティブ情報については、個人情報保護法その他の法
令、ガイドラインに規定する場合を除くほか、取得、利用または第三者提供を行ないません。なお、今後、個人情報に変更
等が発生した際にも、引続き契約者および引受損害保険会社においてそれぞれ上記に準じ個人情報が取り扱われます。
記載の引受損害保険会社は、今後、変更する場合がありますが、その場合、個人情報は変更後の引受損害保険会社に提供
されます。
（※）関連する会社とは、明治安田生命保険相互会社および明治安田生命保険相互会社の子会社・関連会社をいいます。

明治安田生命保険相互会社のホームページ（https://www.meijiyasuda.co.jp/）の「子会社・関連会社等一覧」を
ご覧ください。

（＊）休職補償サポートについては再保険を実施しておりません。
（注）保健医療等の機微（センシティブ）情報については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要

と認められる目的に利用目的が限定されています。
なお、明治安田損害保険株式会社の個人情報の取扱いにつきましては、
ホームページ（https://www.meijiyasuda-sonpo.co.jp/）をご参照ください。

満年齢
保険金月額10万円
（10コース）

保険金月額5万円
（5コース）

18～24歳
25～29歳
30～34歳
35～39歳
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳

免責
期間

補償対象
期間 男　性

498円
514円
549円
655円
947円
1,289円
1,566円
1,465円

女　性
332円
428円
564円
806円
1,249円
1,672円
1,868円
1,551円

180日 60歳

3年

男　性
997円
1,027円
1,098円
1,309円
1,893円
2,578円
3,132円
2,930円

女　性
665円
856円
1,128円
1,611円
2,497円
3,343円
3,736円
3,102円
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いったん健康時に加入しますと、更新時健康状態に関する加入資格に該当しない場合でも前年度と同じ保険
金月額（コース）以下で継続加入できます。
なお、更新の際に、保険金月額（コース）等の変更の申し出がない場合は、従前どおりのご加入内容で継続とな
ります。ただし、保険料は毎年の加入状況等により算出し変更となる場合があります。

本人・・・満18歳以上満59歳以下（2026年8月1日現在）の日本NCR株式会社社員会会員本人で、申込書記
載の告知内容に該当する方。
告知内容に関して保険金のお支払い、契約のご継続等の判断をいたしかねるときには、お客さまや医療機関
等に照会させていただく場合がございますので、告知内容について必ずご確認ください。告知内容に該当し
ない場合は、お申込みいただくことはできません。
【現在の就業状態】
申込日(告知日)現在、病気やけがで休職・休業中でなく、かつ、病気により就業を制限されていません。
(注)「就業を制限」とは、勤務に制限を加える必要のあるもので、勤務先または医師等により労働時間の短
縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限などを指示されている場合をいいます。

【過去３ヵ月以内の健康状態】
申込日(告知日)より起算して過去３ヵ月以内に、医師による診察または健康診断・人間ドックを受け、その結
果、検査(再検査・精密検査を含みます)・入院・手術をすすめられていません。
(注) 検査をすすめられ検査の結果、異常が認められなかった場合は該当しません。

【過去２年以内の健康状態】
申込日(告知日)より起算して過去２年以内に、医師による診察・検査・治療を受けた期間または薬の処方期
間が、１４日以上要した病気にかかったことはありません。
(注) ①同一の病気で転院・転科している場合は通算します。

②「医師による診察・検査・治療を受けた期間」は初診から終診(医師の判断によるもの)までの期間を
いいます。

③診察・検査の結果、異常が認められなかった場合は該当しません。
④「治療」には、指示・指導を含みます。

※ 日本NCR株式会社社員会会員本人以外の方はご加入いただけませんのでご注意ください。
※保険金月額は、被保険者の平均月間所得額を超えないようにご加入ください。

加入資格

継続加入
の取扱い

保険金の
お支払い

１．保険期間中に被った傷害または発病した疾病を直接の原因として、保険期間中に開始した所定の就業障
害が、免責期間を超えて継続したとき、保険金をお支払いします。（注）

　（注）免責期間中に就業復帰した場合はお支払い対象となりません。
２．就業障害が続いた場合、免責期間終了後（181日目）から満60歳に達した日を限度として保険金が支払
われます。ただし、加入日（継続加入の場合は更新日）現在満55歳以上の方は、181日目から3年が限度
となります。また、一度就業障害が終了した後、6ヵ月以内に同一の原因により再度就業障害となったとき、
後の就業障害は前の就業障害と同一とみなします。

●就業障害とは下記の状態をいいます
１．身体障害による休職開始時から免責期間終了までは、次のいずれかの事由により、いかなる業務にも全
く従事できない場合
（イ）  その身体障害の治療のため、入院していること
（ロ）  (イ)以外の場合で、その身体障害につき医師の治療を受けつつ、在宅療養している場合
（ハ） (イ)(ロ)以外の場合で、その身体障害により、いかなる業務にも全く従事できない程度の後遺障

害が残っていること
２．免責期間終了後からは、身体障害発生直前に従事していた業務に全く従事できないか、または、一部従
事することができず、かつ、所得喪失率が20％を超える場合

●お支払いする保険金の額
補償対象期間中の就業障害である期間1ヵ月について、『保険金月額』×『所得喪失率』をお支払いします。
ただし、保険金月額が、就業障害開始日の属する月の直前12ヵ月の平均月間所得（注）額を超える場合は、
『平均月間所得額』×『所得喪失率』のお支払いとなります＊。
（注）所得とは、加入申込書等に記載の職業・職務に従事することにより得られる給与所得、事業所得または

雑所得に係る総収入金額から就業障害となることにより支出を免れる金額を控除したものをいいま
す。ただし、就業障害の発生にかかわらず得られる収入は除かれます。

また、補償対象期間中の就業障害である期間に1ヵ月未満の端日数が生じた場合は、1ヵ月＝30日とした
日割計算でお支払いします。
なお、所得喪失率は

　　　　　　　　　1－　　　
免責期間終了後に業務に復帰して得られた各月の所得の額

　　　　　　　　　　免責期間が開始する直前の、上記期間に対応する各月における所得の額
で算出されます。
病気やケガにより全く就業できない場合は有給、無給を問わず100％とします。

＊初年度加入の後に保険金のお支払条件の変更があった場合は、就業障害の原因となった身体障害を被っ
た時からその日を含めて1年を経過した後に就業障害になったときを除き、次のいずれか低い額を保険金
の額とします。
①被保険者が身体障害を被った時の保険金のお支払条件により算出された保険金の額

②被保険者が就業障害になった時の保険金のお支払条件により算出された保険金の額
＊他の保険契約または共済契約から、保険金または共済金が支払われた場合には、保険金が差し引かれる
ことがあります。既に同種の保険商品等をご契約されている場合、補償が重複することがありますので
ご注意ください。

●保険金をお支払いできない場合
次のいずれかに該当する就業障害については保険金をお支払いいたしません。
・故意または重大な過失により被った身体障害による就業障害
・自殺行為、犯罪行為または闘争行為により被った身体障害による就業障害
・麻薬、あへん、大麻または覚せい剤、シンナー等の使用により被った身体障害による就業障害
・妊娠、出産、早産または流産により被った身体障害による就業障害
・戦争、暴動（テロ行為を除く）などによって被った身体障害による就業障害
・頸部症候群（いわゆる「むちうち症」）または腰痛等で医学的他覚所見（検査等によって認められる異
常所見）のないものによる就業障害
・自動車もしくは原動機付自転車の無資格運転または法令に定める酒気帯び運転による傷害による就
業障害
・精神病性障害、知的障害、アルコール依存および薬物依存等の精神障害を被り、これを原因として生
じた就業障害
・脱退後に開始した就業障害　など

なお、告知義務違反によりご契約が解除された場合は、保険金のお支払いができないことがあります。
また、解除された場合は、既にお払い込みいただいた保険料をお返しできないことがあります。
＜重大事由による解除について＞
保険金を取得する目的で就業障害を故意に起こした場合や、保険金の請求について詐欺を行なった場
合、または暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合など、保険会社との間の
信頼関係を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由が生じた場合は、ご契約のその被保険者
（保険の対象となる方）に対する部分が解除されたり、保険金をお支払いできないことがありますのでご
注意ください。

●保険金のお支払いに関する注意
・保険金のお支払いは、保険期間中に発生した身体障害を原因とし、かつ保険期間中に就業障害が開始
したときに限ります。

・保険期間開始時より前に被った身体障害による就業障害はお支払いの対象となりません（注）。
ただし、初年度契約の保険期間開始時からその日を含めて１年以上経過してからの就業障害につきまし
ては保険金をお支払いいたします。
（注）したがって、保険期間開始時より前に被った身体障害について、正しく告知して契約した場合であっ

ても、保険金支払の対象外となることがあります。
・退職される場合は、団体窓口にお申し出のうえ脱退手続きをしてください。脱退後に開始した就業障害
は、お支払いの対象となりません。

・保険金のご請求には就業障害の確認のため、診断書と休業期間を証明する書類のご提出が必要となり
ます。

・保険金は身体の障害によって、所定の就業障害が継続している期間を対象として算出いたします。休職
期間すべてを対象とするお支払いはできないこともあります。

・医師の指示がなく、本人の判断（痛いという自覚症状等）だけで休職を続ける場合などは、通院の事実
があったとしてもお支払いの対象にはなりません。

・片頭痛・めまい等、検査しても客観的所見に乏しく、原因となる病気をはっきりと示せない状態が断片的
に起き、継続的な就業障害状態と言えないときは、保険金をお支払いできないことがあります。

・保険金受取人は被保険者本人になります。
●保険金のご請求
就業障害が開始したときは、就業障害の開始の日からその日を含めて30日以内に取扱代理店または明
治安田損害保険（株）へお知らせください。正当な理由がなく通知が遅れた場合は、保険金を全額お支
払いできないことがあります。
＜代理請求制度について＞
ご加入者（被保険者）に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、ご加入者の代理人がいないと
きは、次の方のいずれかが、ご加入者の代理人として保険金を請求することができます。
①ご加入者と同居または生計を共にする配偶者（法律上の配偶者に限ります。）
②上記①の方がいない場合または上記①の方に保険金を請求できない事情がある場合、ご加入者と同
居または生計を共にする３親等内の親族

③上記①および②の方がいない場合または上記①および②の方に保険金を請求できない事情がある
場合、上記①以外の配偶者（法律上の配偶者に限ります。）または上記②以外の３親等内の親族

※代理人となりうる上記の方に、ご契約内容および代理請求制度についてお伝えください。

3

１．保険期間中に被った傷害または発病した疾病を直接の原因として、保険期間中に開始した所定の就業障
害が、免責期間を超えて継続したとき、保険金をお支払いします。（注）

　（注）免責期間中に就業復帰した場合はお支払い対象となりません。
２．就業障害が続いた場合、免責期間終了後（181日目）から満60歳に達した日を限度として保険金が支払
われます。ただし、加入日（継続加入の場合は更新日）現在満55歳以上の方は、181日目から3年が限度
となります。また、一度就業障害が終了した後、6ヵ月以内に同一の原因により再度就業障害となったとき、
後の就業障害は前の就業障害と同一とみなします。

●就業障害とは下記の状態をいいます
１．身体障害による休職開始時から免責期間終了までは、次のいずれかの事由により、いかなる業務にも全
く従事できない場合
（イ）  その身体障害の治療のため、入院していること
（ロ）  (イ)以外の場合で、その身体障害につき医師の治療を受けつつ、在宅療養している場合
（ハ） (イ)(ロ)以外の場合で、その身体障害により、いかなる業務にも全く従事できない程度の後遺障

害が残っていること
２．免責期間終了後からは、身体障害発生直前に従事していた業務に全く従事できないか、または、一部従
事することができず、かつ、所得喪失率が20％を超える場合

●お支払いする保険金の額
補償対象期間中の就業障害である期間1ヵ月について、『保険金月額』×『所得喪失率』をお支払いします。
ただし、保険金月額が、就業障害開始日の属する月の直前12ヵ月の平均月間所得（注）額を超える場合は、
『平均月間所得額』×『所得喪失率』のお支払いとなります＊。
（注）所得とは、加入申込書等に記載の職業・職務に従事することにより得られる給与所得、事業所得または

雑所得に係る総収入金額から就業障害となることにより支出を免れる金額を控除したものをいいま
す。ただし、就業障害の発生にかかわらず得られる収入は除かれます。

また、補償対象期間中の就業障害である期間に1ヵ月未満の端日数が生じた場合は、1ヵ月＝30日とした
日割計算でお支払いします。
なお、所得喪失率は

　　　　　　　　　1－　　　
免責期間終了後に業務に復帰して得られた各月の所得の額

　　　　　　　　　　免責期間が開始する直前の、上記期間に対応する各月における所得の額
で算出されます。
病気やケガにより全く就業できない場合は有給、無給を問わず100％とします。

＊初年度加入の後に保険金のお支払条件の変更があった場合は、就業障害の原因となった身体障害を被っ
た時からその日を含めて1年を経過した後に就業障害になったときを除き、次のいずれか低い額を保険金
の額とします。
①被保険者が身体障害を被った時の保険金のお支払条件により算出された保険金の額

保険金の
お支払い

②被保険者が就業障害になった時の保険金のお支払条件により算出された保険金の額
＊他の保険契約または共済契約から、保険金または共済金が支払われた場合には、保険金が差し引かれる
ことがあります。既に同種の保険商品等をご契約されている場合、補償が重複することがありますので
ご注意ください。

●保険金をお支払いできない場合
次のいずれかに該当する就業障害については保険金をお支払いいたしません。
・故意または重大な過失により被った身体障害による就業障害
・自殺行為、犯罪行為または闘争行為により被った身体障害による就業障害
・麻薬、あへん、大麻または覚せい剤、シンナー等の使用により被った身体障害による就業障害
・妊娠、出産、早産または流産により被った身体障害による就業障害
・戦争、暴動（テロ行為を除く）などによって被った身体障害による就業障害
・頸部症候群（いわゆる「むちうち症」）または腰痛等で医学的他覚所見（検査等によって認められる異
常所見）のないものによる就業障害
・自動車もしくは原動機付自転車の無資格運転または法令に定める酒気帯び運転による傷害による就
業障害
・精神病性障害、知的障害、アルコール依存および薬物依存等の精神障害を被り、これを原因として生
じた就業障害
・脱退後に開始した就業障害　など

なお、告知義務違反によりご契約が解除された場合は、保険金のお支払いができないことがあります。
また、解除された場合は、既にお払い込みいただいた保険料をお返しできないことがあります。
＜重大事由による解除について＞
保険金を取得する目的で就業障害を故意に起こした場合や、保険金の請求について詐欺を行なった場
合、または暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合など、保険会社との間の
信頼関係を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由が生じた場合は、ご契約のその被保険者
（保険の対象となる方）に対する部分が解除されたり、保険金をお支払いできないことがありますのでご
注意ください。

●保険金のお支払いに関する注意
・保険金のお支払いは、保険期間中に発生した身体障害を原因とし、かつ保険期間中に就業障害が開始
したときに限ります。

・保険期間開始時より前に被った身体障害による就業障害はお支払いの対象となりません（注）。
ただし、初年度契約の保険期間開始時からその日を含めて１年以上経過してからの就業障害につきまし
ては保険金をお支払いいたします。
（注）したがって、保険期間開始時より前に被った身体障害について、正しく告知して契約した場合であっ

ても、保険金支払の対象外となることがあります。
・退職される場合は、団体窓口にお申し出のうえ脱退手続きをしてください。脱退後に開始した就業障害
は、お支払いの対象となりません。

・保険金のご請求には就業障害の確認のため、診断書と休業期間を証明する書類のご提出が必要となり
ます。

・保険金は身体の障害によって、所定の就業障害が継続している期間を対象として算出いたします。休職
期間すべてを対象とするお支払いはできないこともあります。

・医師の指示がなく、本人の判断（痛いという自覚症状等）だけで休職を続ける場合などは、通院の事実
があったとしてもお支払いの対象にはなりません。

・片頭痛・めまい等、検査しても客観的所見に乏しく、原因となる病気をはっきりと示せない状態が断片的
に起き、継続的な就業障害状態と言えないときは、保険金をお支払いできないことがあります。

・保険金受取人は被保険者本人になります。
●保険金のご請求
就業障害が開始したときは、就業障害の開始の日からその日を含めて30日以内に取扱代理店または明
治安田損害保険（株）へお知らせください。正当な理由がなく通知が遅れた場合は、保険金を全額お支
払いできないことがあります。
＜代理請求制度について＞
ご加入者（被保険者）に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、ご加入者の代理人がいないと
きは、次の方のいずれかが、ご加入者の代理人として保険金を請求することができます。
①ご加入者と同居または生計を共にする配偶者（法律上の配偶者に限ります。）
②上記①の方がいない場合または上記①の方に保険金を請求できない事情がある場合、ご加入者と同
居または生計を共にする３親等内の親族

③上記①および②の方がいない場合または上記①および②の方に保険金を請求できない事情がある
場合、上記①以外の配偶者（法律上の配偶者に限ります。）または上記②以外の３親等内の親族

※代理人となりうる上記の方に、ご契約内容および代理請求制度についてお伝えください。
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１．保険期間中に被った傷害または発病した疾病を直接の原因として、保険期間中に開始した所定の就業障
害が、免責期間を超えて継続したとき、保険金をお支払いします。（注）

　（注）免責期間中に就業復帰した場合はお支払い対象となりません。
２．就業障害が続いた場合、免責期間終了後（181日目）から満60歳に達した日を限度として保険金が支払
われます。ただし、加入日（継続加入の場合は更新日）現在満55歳以上の方は、181日目から3年が限度
となります。また、一度就業障害が終了した後、6ヵ月以内に同一の原因により再度就業障害となったとき、
後の就業障害は前の就業障害と同一とみなします。

●就業障害とは下記の状態をいいます
１．身体障害による休職開始時から免責期間終了までは、次のいずれかの事由により、いかなる業務にも全
く従事できない場合
（イ）  その身体障害の治療のため、入院していること
（ロ）  (イ)以外の場合で、その身体障害につき医師の治療を受けつつ、在宅療養している場合
（ハ） (イ)(ロ)以外の場合で、その身体障害により、いかなる業務にも全く従事できない程度の後遺障

害が残っていること
２．免責期間終了後からは、身体障害発生直前に従事していた業務に全く従事できないか、または、一部従
事することができず、かつ、所得喪失率が20％を超える場合

●お支払いする保険金の額
補償対象期間中の就業障害である期間1ヵ月について、『保険金月額』×『所得喪失率』をお支払いします。
ただし、保険金月額が、就業障害開始日の属する月の直前12ヵ月の平均月間所得（注）額を超える場合は、
『平均月間所得額』×『所得喪失率』のお支払いとなります＊。
（注）所得とは、加入申込書等に記載の職業・職務に従事することにより得られる給与所得、事業所得または

雑所得に係る総収入金額から就業障害となることにより支出を免れる金額を控除したものをいいま
す。ただし、就業障害の発生にかかわらず得られる収入は除かれます。

また、補償対象期間中の就業障害である期間に1ヵ月未満の端日数が生じた場合は、1ヵ月＝30日とした
日割計算でお支払いします。
なお、所得喪失率は

　　　　　　　　　1－　　　
免責期間終了後に業務に復帰して得られた各月の所得の額

　　　　　　　　　　免責期間が開始する直前の、上記期間に対応する各月における所得の額
で算出されます。
病気やケガにより全く就業できない場合は有給、無給を問わず100％とします。

＊初年度加入の後に保険金のお支払条件の変更があった場合は、就業障害の原因となった身体障害を被っ
た時からその日を含めて1年を経過した後に就業障害になったときを除き、次のいずれか低い額を保険金
の額とします。
①被保険者が身体障害を被った時の保険金のお支払条件により算出された保険金の額

保険金の
お支払い

②被保険者が就業障害になった時の保険金のお支払条件により算出された保険金の額
＊他の保険契約または共済契約から、保険金または共済金が支払われた場合には、保険金が差し引かれる
ことがあります。既に同種の保険商品等をご契約されている場合、補償が重複することがありますので
ご注意ください。

●保険金をお支払いできない場合
次のいずれかに該当する就業障害については保険金をお支払いいたしません。
・故意または重大な過失により被った身体障害による就業障害
・自殺行為、犯罪行為または闘争行為により被った身体障害による就業障害
・麻薬、あへん、大麻または覚せい剤、シンナー等の使用により被った身体障害による就業障害
・妊娠、出産、早産または流産により被った身体障害による就業障害
・戦争、暴動（テロ行為を除く）などによって被った身体障害による就業障害
・頸部症候群（いわゆる「むちうち症」）または腰痛等で医学的他覚所見（検査等によって認められる異
常所見）のないものによる就業障害
・自動車もしくは原動機付自転車の無資格運転または法令に定める酒気帯び運転による傷害による就
業障害
・精神病性障害、知的障害、アルコール依存および薬物依存等の精神障害を被り、これを原因として生
じた就業障害
・脱退後に開始した就業障害　など

なお、告知義務違反によりご契約が解除された場合は、保険金のお支払いができないことがあります。
また、解除された場合は、既にお払い込みいただいた保険料をお返しできないことがあります。
＜重大事由による解除について＞
保険金を取得する目的で就業障害を故意に起こした場合や、保険金の請求について詐欺を行なった場
合、または暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合など、保険会社との間の
信頼関係を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由が生じた場合は、ご契約のその被保険者
（保険の対象となる方）に対する部分が解除されたり、保険金をお支払いできないことがありますのでご
注意ください。

●保険金のお支払いに関する注意
・保険金のお支払いは、保険期間中に発生した身体障害を原因とし、かつ保険期間中に就業障害が開始
したときに限ります。

・保険期間開始時より前に被った身体障害による就業障害はお支払いの対象となりません（注）。
ただし、初年度契約の保険期間開始時からその日を含めて１年以上経過してからの就業障害につきまし
ては保険金をお支払いいたします。
（注）したがって、保険期間開始時より前に被った身体障害について、正しく告知して契約した場合であっ

ても、保険金支払の対象外となることがあります。
・退職される場合は、団体窓口にお申し出のうえ脱退手続きをしてください。脱退後に開始した就業障害
は、お支払いの対象となりません。

・保険金のご請求には就業障害の確認のため、診断書と休業期間を証明する書類のご提出が必要となり
ます。

・保険金は身体の障害によって、所定の就業障害が継続している期間を対象として算出いたします。休職
期間すべてを対象とするお支払いはできないこともあります。

・医師の指示がなく、本人の判断（痛いという自覚症状等）だけで休職を続ける場合などは、通院の事実
があったとしてもお支払いの対象にはなりません。

・片頭痛・めまい等、検査しても客観的所見に乏しく、原因となる病気をはっきりと示せない状態が断片的
に起き、継続的な就業障害状態と言えないときは、保険金をお支払いできないことがあります。

・保険金受取人は被保険者本人になります。
●保険金のご請求
就業障害が開始したときは、就業障害の開始の日からその日を含めて30日以内に取扱代理店または明
治安田損害保険（株）へお知らせください。正当な理由がなく通知が遅れた場合は、保険金を全額お支
払いできないことがあります。
＜代理請求制度について＞
ご加入者（被保険者）に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、ご加入者の代理人がいないと
きは、次の方のいずれかが、ご加入者の代理人として保険金を請求することができます。
①ご加入者と同居または生計を共にする配偶者（法律上の配偶者に限ります。）
②上記①の方がいない場合または上記①の方に保険金を請求できない事情がある場合、ご加入者と同
居または生計を共にする３親等内の親族

③上記①および②の方がいない場合または上記①および②の方に保険金を請求できない事情がある
場合、上記①以外の配偶者（法律上の配偶者に限ります。）または上記②以外の３親等内の親族

※代理人となりうる上記の方に、ご契約内容および代理請求制度についてお伝えください。
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告知の大切さについて、ご確認ください。

●保険制度は多数の人々が保険料を出しあって相互に補償しあう制度です。したがって、初めから健康状態の
悪い人が他の人と同じ条件でご契約されますと保険料負担の公平性が保たれません。このため、ご加入（増
額）時には重要な事項を正しく申し出ていただく義務（告知義務）があります。

●ご加入（増額）の申込みにあたっては、現在の就業状態や健康状態、過去の傷病歴等「加入申込書兼告知書」
に記載された告知内容について、必ずご確認ください。現在の就業状態や健康状態、過去の傷病歴等「加入
申込書兼告知書」に記載された告知内容に該当しない場合は、お申込みいただくことはできません。

●現在の就業状態や健康状態、過去の傷病歴等に関する告知内容が事実と相違する場合には、保険期間開始
時※からその日を含めて１年以内であれば、ご契約（増額部分）が解除されることがあります。また、保険期
間開始時※から１年を経過していても、保険期間開始時※からその日を含めて１年以内に、保険金の支払事
由が生じていた場合は、ご契約（増額部分）が解除されることがあります（解除された場合は、既にお払い込
みいただいた保険料をお返しできないことがあります）。
※継続契約の場合は、初年度契約の保険期間開始時をいいます。ただし、継続前契約に比べて増額した場合
は、増額した継続契約の保険期間開始時をいい、増額部分について同様に取り扱います。

●ご契約（増額部分）が解除された場合には、保険金の支払事由が生じていても、保険金をお支払いすること
はできません。ただし、「保険金の支払事由の発生」と「解除の原因となった事実」に因果関係がなければ、
保険金をお支払いします。

●ご加入後、または保険金のご請求の際、告知内容についてご確認させていただく場合があります。

●現在ご加入の他のご契約を解約、減額等をすることを前提に、ご加入（増額）のお申込みをされる場合は、
あらたに告知していただきます。

●新たなご加入（増額）の責任開始期前の発病などは保険金をお受け取りいただけない場合があります。

●告知内容についてご不明な点がある場合や、告知すべき内容を後日思い出された場合には、取扱代理店ま
たは団体保険ご照会窓口（0120-661-320、受付時間：平日（土曜・日曜・祝日・年末・年始は除く）9：00～
17：00）までご連絡ください。

明治安田損害保険株式会社

告知の大切さに関するご案内

MYG-A-22-L-1046ご加入の際には、「契約概要・注意喚起情報」を事前にご一読ください。

この制度は損害保険会社と締結した団体長期障害所得補償保険契約に基づき運営します。
保険契約の約款については引受損害保険会社のホームページ（https://www.meijiyasuda-sonpo.co.jp/）
をご覧ください。

取 扱 代 理 店

引受損害保険会社

株式会社集成社
明治安田生命保険相互会社
明治安田損害保険株式会社

TEL：03-3442-0411
TEL：03-6259-0015

「保険会社破綻時等の取扱いについて」
引受損害保険会社の経営が破綻した場合等において、この保険は契約者保護の仕組みである「損害保険契約者保護機構」の
補償対象となり、保険金、返れい金等は原則として90％まで補償されます。

5

自
動
車
保
険

休
職
補
償
サ
ポ
ー
ト

団
体
傷
害
保
険

所
得
補
償
保
険

新
医
療
保
険

三
大
疾
病
克
服
サ
ポ
ー
ト
プ
ラ
ス

積
立
年
金
ゆ
と
り

グ
ル
ー
プ
生
命
保
険

火
災
保
険

休
職
補
償
サ
ポ
ー
ト

団
体
傷
害
保
険

所
得
補
償
保
険

新
医
療
保
険

三
大
疾
病
克
服
サ
ポ
ー
ト
プ
ラ
ス

積
立
年
金
ゆ
と
り

グ
ル
ー
プ
生
命
保
険

休-5



※保険料は、毎回の更改時にご加入者数等に基づき、ご契約ご
とに算出し変更することがあります。
※主な免責事由については、本パンフレットの【注意喚起情報】
４. 保険金をお支払いできない主な場合をご覧ください。

制度名 加入
資格

保険
期間

補償内容
保険料

支払
事由

休職補償サポート P.休-3 P.休-2 P.休-1、休-2 P.休-3、休-4

今回ご加入いただく補償項目

団体長期障害所得補償保険

補償の重複が生じる
他の保険契約・特約の例

所得補償保険
団体長期障害所得補償保険

【補償が重複する可能性のある主な保険契約・特約】

契約概要・注意喚起情報【損害保険】
休職補償サポート（天災補償特約付団体長期障害所得補償保険）

１．商品の仕組み
企業・団体の従業員・所属員等の方を被保険者とし、
企業・団体を保険契約者として運営する保険商品で
す。

２．加入資格・保険期間・補償内容・保険料・保険金
等のお支払い（支払事由）
本パンフレットの該当ページをご覧ください。

３．満期返れい金・配当金
この保険には、満期返れい金・配当金はありません。

４．脱退による返れい金
この保険には、脱退による返れい金はありません。

５．引受損害保険会社
明治安田損害保険株式会社
本社：東京都千代田区神田司町２－１１－１
電話番号：０３－３２５７－３１７７（営業推進部）

１．お申込みの撤回（クーリング・オフ制度）
この保険は、ご加入のお申込みの撤回（クーリング・
オフ）の適用がありません。

2．告知義務・通知義務等
（１）お申込時にご注意いただきたいこと（申込書兼告

知書記載上の注意事項）
■健康状態について
　お申込時においては事実を正確に告知する義務
（告知義務）があります。その告知した内容が事実
と違っている場合には、ご契約のその被保険者（保
険の対象となる方）に対する部分を解除し、保険金
をお支払いできないことがあります（解除された場
合は、既にお払い込みいただいた保険料をお返し
できないことがあります）。特に、健康状態について
は十分ご注意ください。

3．責任開始期
保険責任は、保険期間（保険のご契約期間）の初日の
午前0 時に始まります。

4．保険金をお支払いできない主な場合
■責任開始期前に発生した病気やケガを原因とする
場合は、告知いただいている内容に関わらず、原則
として保険金をお支払いできません。

■上記を含め保険金をお支払いできない場合につい
ては、本パンフレットの該当ページをご覧ください。

　休職補償サポート（P. 休-4）

5．補償の重複
ご加入にあたっては、補償内容が同様の保険契約・
特約（他の保険契約にセットされる特約や、当社以外
の保険契約・特約を含みます。）が他にある場合は、
補償が重複することがあります。
補償が重複すると、対象となる事故について、どちら
の保険契約・特約からでも補償されますが、いずれ
か一方の保険契約・特約からは保険金が支払われな
い場合があります。補償内容の差異や保険金額をご
確認いただき、お申し込みください。

意向確認【ご加入前のご確認】

ご加入の内容等に関する重要な事項のうち、特にご
確認いただきたい事項を【契約概要】、ご加入に際し
て特にご注意いただきたい事項を【注意喚起情報】
に記載していますので、ご加入前に必ずお読みくだ
さい。また、各事項の詳細につきましては本パンフ
レットの該当箇所を必ずご参照ください。ご加入に
あたっては、【契約概要】・【注意喚起情報】および本
パンフレットの内容とあわせて、補償内容・保険金
額・保険料等がご意向に沿った内容となっているか、
ご確認のうえお申込みください。

契約概要【ご契約内容】

注意喚起情報【特に重要なお知らせ】
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制度内容等に関する照会・相談窓口

制度内容等に関するご照会・ご相談は、「パンフレット」記載
の企業・団体窓口へお問い合わせください。

引受損害保険会社の苦情・相談窓口

損害保険に関する苦情・相談等は、下記にご連絡ください。
明治安田損害保険株式会社　お客さま相談室
０１２０－２５５－４００ [フリーダイヤル（無料）]
【受付時間】午前９時～午後５時
（土、日、祝日および年末年始を除きます。）

一般社団法人　日本損害保険協会　そんぽＡＤＲセンター
＜保険会社の対応に不満がある場合等は下記に連絡（指定
紛争解決機関）＞
引受損害保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定
を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保
険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受損害保険
会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日
本損害保険協会に解決の申立てを行うことができます。
一般社団法人日本損害保険協会　そんぽＡＤＲセンター
電話番号　03－4332－5241（全国共通）
【受付時間】午前９時１５分～午後５時
(土、日、祝日および年末年始を除きます。）
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページを
ご覧ください。
（https://www.sonpo.or.jp/）

6．保険会社破綻時等の取扱い
引受損害保険会社の経営が破綻した場合等におい
て、この保険は契約者保護の仕組みである「損害保険
契約者保護機構」の補償対象となります。

7．事故が起こった場合等のご連絡先
就業障害が開始した場合には、遅滞なく企業・団体
窓口または引受損害保険会社にご連絡ください。

8．ご照会・ご相談窓口

MYG-A-25-Ｌ-1100
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